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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 5月 22日 (2007.5.22)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 一 方 、 後 記 一 般 式 （ Ｉ ） に 示 さ れ る 化 合 物 乃 至 は そ の は 、 化 合 物 １ が 化 粧 料 用
の 添 加 物 と し て 市 販 さ れ て い る が 、 こ の も の と 増 粘 剤 と を 組 み 合 わ せ る と 、 安 定 性 に 優 れ
る 製 剤 が 得 ら れ る こ と は 知 ら れ て い な か っ た 。 又 、 皮 膚 外 用 製 剤 に お い て こ の 様 な 組 み 合
わ せ も 全 く 知 ら れ て い な か っ た 。 又 、 化 合 物 １ 以 外 の 一 般 式 （ Ｉ ） に 表 さ れ る 化 合 物 は 何
れ も 既 知 物 質 で あ り 、 試 薬 と し て 市 販 さ れ て い る 、 ２ － （ ２ － ヒ ド ロ キ シ － ３ － ア ル キ ル
－ ５ － タ ー シ ャ リ ー ブ チ ル フ ェ ニ ル ） ベ ン ゾ ト リ ア ゾ ー ル を 硫 酸 中 で 脱 イ ソ ブ チ レ ン 、 ス
ル ホ ン 化 反 応 を 行 う こ と に よ り 、 容 易 に 製 造 で き る が 、 こ れ ら の も の を 皮 膚 外 用 剤 に 含 有
さ せ る 技 術 は ま だ 知 ら れ て い な い 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
【 発 明 の 実 施 の 形 態 】
（ １ ）  本 発 明 の 皮 膚 外 用 剤 の 必 須 成 分 で あ る 一 般 式 （ Ｉ ） に 表 さ れ る 化 合 物 及 び ／ 又 は

塩 と し て



そ の 塩
　 本 発 明 の 皮 膚 外 用 剤 は 、 上 記 一 般 式 （ Ｉ ） に 表 さ れ る 化 合 物 及 び ／ 又 は そ の 塩 を 必 須 成
分 と し て 含 有 す る こ と を 特 徴 と す る 。 こ こ で 、 一 般 式 （ Ｉ ） に 表 さ れ る 化 合 物 及 び そ の 塩
の 内 、 ３ 位 の ア ル キ ル 基 が イ ソ ブ チ ル 基 で あ る も の の ナ ト リ ウ ム 塩 で あ る 、 上 記 化 合 物 １
に 示 す 構 造 を 有 す る 、 ３ － （ ２ Ｈ － ベ ン ゾ ト リ ア ゾ ー ル － ２ － イ ル ） － ５ － セ カ ン ダ リ ー
ブ チ ル － ４ － ヒ ド ロ キ シ ベ ン ゼ ン ス ル ホ ン 酸 ナ ト リ ウ ム は チ バ － ガ イ ギ ー 株 式 会 社 よ り 「
チ バ フ ァ ー ス ト 」 Ｈ リ キ ッ ド の 名 で 、 化 粧 品 原 料 と し て 市 販 さ れ て い る 。 又 、 こ れ 以 外 の
化 合 物 に つ い て は 、 対 応 す る ア ル キ ル 基 を 有 す る 、 ２ － （ ２ － ヒ ド ロ キ シ － ３ － ア ル キ ル
－ ５ － タ ー シ ャ リ ー ブ チ ル フ ェ ニ ル ） ベ ン ゾ ト リ ア ゾ ー ル を 硫 酸 中 、 脱 イ ソ ブ チ レ ン 化 ・
ス ル ホ ン 反 応 を 行 う こ と に よ っ て 製 造 で き 、 こ れ を 中 性 域 に ま で ア ル カ リ に よ り 中 和 す
る と 、 ス ル ホ ン 酸 部 分 の 水 素 原 子 の み が 、 か か る ア ル カ リ に よ っ て 置 換 さ れ た 一 般 式 （ Ｉ
） の 化 合 物 の 塩 を 得 る こ と が で き る 。 一 度 こ の 様 な 塩 の 形 態 に す る こ と に よ り 、 結 晶 性 が
向 上 し 、 精 製 が 容 易 に な る こ と か ら 、 ス ル ホ ン 酸 の も の を 得 る に も 、 一 度 こ の 様 な 塩 に し
て 精 製 し た 後 、 酸 な ど に よ り ス ル ホ ン 酸 に 戻 し て 使 用 す る こ と が 好 ま し い 。 こ の 様 な 塩 は
更 に ア ル カ リ を 加 え る こ と に よ り 、 フ ェ ノ ー ル 性 水 酸 基 の 部 分 も 塩 を 形 成 す る が 、 こ の 様
な 水 酸 基 が 塩 に な っ た も の も 本 発 明 の 皮 膚 外 用 剤 の 必 須 成 分 で あ る 一 般 式 （ Ｉ ） に 表 さ れ
る 化 合 物 の 塩 に 含 ま れ る 。 本 発 明 の 皮 膚 外 用 剤 の 必 須 成 分 で あ る 一 般 式 （ Ｉ ） に 表 さ れ る
化 合 物 の 塩 と し て は 、 通 常 医 薬 や 化 粧 料 な ど の 皮 膚 外 用 剤 で 使 用 さ れ て い る も の で あ れ ば
特 段 の 限 定 を 受 け ず 適 用 で き 、 例 え ば 、 ナ ト リ ウ ム 塩 や カ リ ウ ム 塩 な ど の ア ル カ リ 金 属 塩
、 カ ル シ ウ ム 塩 や マ グ ネ シ ウ ム 塩 な ど の ア ル カ リ 土 類 金 属 塩 、 ア ン モ ニ ウ ム 塩 、 ト リ エ チ
ル ア ミ ン 塩 や ト リ エ タ ノ ー ル ア ミ ン 塩 等 の 有 機 ア ミ ン 塩 、 リ ジ ン 塩 や ア ル ギ ニ ン 塩 等 の 塩
基 性 ア ミ ノ 酸 塩 等 が 好 ま し く 例 示 で き る 。 こ の 様 な 、 一 般 式 （ Ｉ ） に 表 さ れ る 化 合 物 及 び
そ の 塩 の 中 で 特 に 好 ま し い も の は 、 既 に 市 販 さ れ て い る 化 合 物 １ で あ る 。 本 発 明 の 皮 膚 外
用 剤 に お い て は こ れ ら 一 般 式 （ Ｉ ） に 表 さ れ る 化 合 物 及 び ／ 又 は そ の 塩 は 唯 一 種 を 含 有 さ
せ る こ と も で き る し 、 二 種 以 上 を 組 み 合 わ せ て 含 有 さ せ る こ と も で き る 。 こ の 様 に 組 み 合
わ せ て 用 い る 場 合 の 好 ま し い 形 態 は 、 化 合 物 １ 、 化 合 物 １ の フ リ ー 体 及 び 化 合 物 １ の 塩 基
塩 か ら 選 ば れ る ２ 種 の 組 み 合 わ せ で あ る 。 本 発 明 の 皮 膚 外 用 剤 に お い て 、 こ れ ら 一 般 式 （
Ｉ ） に 表 さ れ る 化 合 物 及 び そ の 塩 は 、 光 に よ っ て 増 粘 剤 な ど が 加 水 分 解 を 受 け る の を 抑 制
す る 作 用 を 有 し 、 以 て 製 剤 系 を 安 定 化 す る 作 用 を 有 す る 。 本 発 明 の 皮 膚 外 用 剤 に お い て 、
こ の 様 な 一 般 式 （ Ｉ ） に 表 さ れ る 化 合 物 及 び ／ 又 は そ の 塩 の 好 ま し い 含 有 量 は 、 皮 膚 外 用
剤 全 量 に 対 し て 、 総 量 で ０ ． ０ １ ～ １ ０ 重 量 ％ で あ り 、 更 に 好 ま し く は 、 ０ ． ０ ２ ～ １ 重
量 ％ で あ る 。 こ れ は 少 な す ぎ る と 、 上 記 の 効 果 が 得 ら れ な い 場 合 が あ り 、 多 す ぎ る と 結 晶
析 出 な ど 物 理 的 に 系 に 安 定 に 存 在 さ せ る こ と が 困 難 に な る 場 合 が あ る か ら で あ る 。 以 下 に
、 化 合 物 １ 関 連 の 物 質 以 外 の 製 造 例 を 示 し て お く 。
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